
令和 7 年５月 

あずさ会 令和６年度総会報告 

 

 日時：令和 7 年 4 月 30 日（水） 10:00～12:00 

 場所：神奈川県立武道館大会議室 

 出席 46 名 委任状出席 8 名 合計 54 名 

 （4 月 30 日現在 会員数 64 名） 

 

※本総会において、会則改定を含むすべての議案が承認されました。 

総会資料・議事録・新会則はファイリングしてあずさ会の棚に常備してありますので 

ご自由にご覧ください。 

 

1 役員 

令和 7 年度新役員 

会 長（留任） 小林 佳与子 

副会長（留任） 上原 智子   伊豆原 弓 

理 事（留任） 冨岡 陽子（射会・行事担当） 

 高橋 さゆり（事務局担当） 

会 計（新任） 今出 展子   望月 智子 

会計監査（新任） 宮内 恵    林 秀子 

 

専門部会・委員会 

指導部 称号者（齋藤・富永・安藤・宇佐美・加藤・上原・小林） 

射会担当 福田幸・池本・谷・藤掛・山本裕・福田裕美・水野・遠藤 

 ※7 年度は月例会だけでなく射会全般（三会親睦射会を含む）について 

  射会担当チームで分担して担当します。 

事務局 伊豆原・高橋・五郡 

 

申込受付・その他業務担当 

審査関係 

地方審査  上原 

連合審査  冨岡 

中央審査  小林 

射会関係 

県連主催  上原・高橋 

横浜市主催 高橋 

講習会 冨岡 

申込締切は随時連絡網でお知らせします。 

申込受付担当が欠席の場合、他の役員が対応しますのでご相談ください。 

  



令和 7 年５月 

2 決議・報告事項 

2.1 会則変更（休会制度について） 

 休会中の会費を無料とします。 

 休会中は 1 回 500 円で会の稽古に参加できます。（外部行事への参加不可） 

 休会中は県連登録を一時解除します。復帰時はすぐに再登録します。 

 

2.2 会費 

 7 年度の会費は月 1,000 円、学生会員は月 500 円。 

 四段以上は加算分担金も必要です。全弓連の個人分担金 2,000 円／年は、 

今年度は会が半額負担します（1,000 円は個人負担）。 

 半年または 1 年分の会費と分担金を納入してください。（5/14 まで） 

 休会・退会・住所変更はすみやかに役員にお知らせください。 

（休退会時は翌月以降の払込済み会費を返金します） 

 

2.3 稽古について 

 7 年度より県立武道館の道場使用料が値上がりしましたが、全弓連の個人 

分担金を半額個人負担とすることなどで月 10 回前後の稽古日を確保します。 

 原則として、毎月 5～10 日頃の第二射場予約日を月例会、月後半の全面 

貸切日を和服の日とします。 

 コロナ以降中止していた矢渡研修を再開します（和服の日）。参段以上で 

当番表を作成しますのでご準備・ご参加ください。 

 午後の稽古は 13～15 時まで五人立坐射、15 時以降は自由稽古。 

午前の稽古は自由稽古。自由稽古もできるだけ揃って入場してください。 

 

2.4 月例会について 

 月例会優勝者に年末ではなく都度賞品（金券）をお渡しします。 

 翌月の賞品購入担当は、団体優勝チーム内で 1 人決めてください。 

賞品の予算は 3 個で 3,500 円程度に引き上げます。 

 2 名チームの的中数は 1.5 倍で計算します（採決で決定）。 

 

2.5 指導について（総会後指導部会議） 

 無段から参段までの指導について、通常の稽古（13～15 時）の指導担当は、

当日出席の称号者・五段の中から決めます。 

 最初の一手を審査方式とした場合、行射中の指導は行いません。 

 和服の日の体配指導は齋藤先生が担当します。 

 

2.6 その他 

 利用報告書は来館時に気づいた人が事務所から持ってきてください。 

 弓具の購入・取り扱い（特に竹弓）については高段者にご相談ください。 

日常的な道具の取り扱い（弦輪・中仕掛けの作り方など）や服装についても

なるべく四段以上の人に教わってください。 

 武道館の初級教室は、会に所属した人は遠慮してください。 


